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株主優待内容変更のお知らせ 

 

 株主の皆さまにおかれましては、平素より当社事業への格別のご理解とご支援を賜り、厚く御礼申し

あげます。当社グループは、ご支援いただいている株主の皆さまのご期待に応えるべく、持続的成長が

可能な会社を目指し、役員・社員一丸となり取り組んでおりますが、近年の新型コロナウイルス感染症

拡大の影響を受け、非常に厳しい経営状況に直面しております。 

こうした状況を踏まえ、2022 年５月 16 日開催の取締役会において、当社が発行しております株主優

待内容の変更を決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。 

株主の皆さまには、引き続きご理解とご協力を賜りますよう、お願い申しあげます。 

 

記 

 

１． 株主優待内容の変更事由について 

  当社は、株主の皆さまによる日頃からのご支援に感謝するとともに、当社グループまたは西武グル

ープが運営する施設をご利用いただくことで、当社グループに対して、より一層愛着を深めていただき

たく、株主優待制度を実施してまいりました。 

  しかしながら、今なお出口のみえない新型コロナウイルス感染症の猛威は、世界規模で影響を及ぼ

しており、国内需要の低迷だけに留まらず、これまで堅調に増加していた訪日外国人旅行者にも影を落

とす状況となっております。当社グループは、激減する売上高に対応すべく、不要不急コストの削減や

設備投資の先送り、役員報酬・従業員賞与の大幅な減額など、出来うる限りの経費削減に努めてまいり

ました。また、当社グループ全社を対象に構造改革を推し進めることで危機的な状況を脱すべく、タク

シー会社２社の合併や営業所の統合、十国峠ケーブルカー・十国峠レストハウスの事業譲渡など、あら

ゆる施策を実行してまいりました。しかしながら、多額の損失計上や有利子負債の増加を余儀なくされ

ており、経営を取り巻く環境は非常に厳しい状況にあると認識しております。 

  このような状況下、当社は慎重に検討を重ねた結果、このたび、誠に恐縮ではございますが株主優待

内容の変更を決定いたしました。今後も、役員・社員一丸となり構造改革を推し進め、安定した利益確

保による企業価値の向上に取り組んでまいります。 

株主の皆さまには、深くお詫び申しあげますとともに、何卒ご理解賜りますようお願い申しあげま

す。 



２．株主優待内容の変更内容について 

【2022 年 11 月発送分の株主優待から適用する変更内容】 

内容 変更前 変更後 

株主優待乗車証 保有株式に応じて発行 廃止 

株主ご優待券 

（伊豆・三津シーパラダイス）  

入場券 ご優待割引券 

 

【2023 年６月発送分の株主優待から適用する変更内容】 

内容 変更前 変更後 

株主ご優待割引券の

発行回数 

年２回発行 年１回発行 

株主ご優待割引券の

使用期限 

上期分（６月１日～11 月 30 日） 

下期分（12 月１日～翌年５月 31 日） 

１年間（７月１日～翌年６月 30 日） 

株主ご優待割引券の

発送時期 

５月下旬、11 月下旬 ６月下旬（定時株主総会の決議通知

に同封） 

 

（１）株主優待乗車証について 

  株主優待乗車証については、例年３月 31日および９月 30日現在の株主名簿にお名前の記載があり、

且つ当社株式２単元（200 株）以上保有されている株主さまへお送りさせていただいておりますが、今

回発行させていただきました株主優待乗車証（有効期限 2022 年 11 月 30 日）をもちまして、廃止と

させていただきます。したがいまして、2022 年 12 月１日以降に使用できる株主優待乗車証は発行い

たしません。 

 

（２）株主ご優待割引券について 

  2022 年３月 31 日現在の株主名簿にお名前の記載があり、且つ当社株式１単元（100 株）以上保有

されている株主さまに株主ご優待券（有効期限 2022 年 11 月 30 日）をお送りさせていただきました。

2022 年９月 30 日現在の株主名簿にお名前の記載があり、且つ当社株式１単元（100 株）以上保有さ

れている株主さまには、11 月下旬に、上記のとおり内容変更させていただいた新たな株主ご優待割引

券（有効期限 2023 年 6 月 30 日）をお送りさせていただきます。 

なお、2023 年３月 31 日現在の株主名簿にお名前の記載があり、且つ当社株式１単元（100 株）以上

保有されている株主さまへお送りさせていただく株主ご優待割引券からは、有効期限を１年間（7 月 1

日から翌年６月 30 日まで）とするとともに、発送時期も 6 月下旬の年１回に変更し、定時株主総会後

に発送する株主総会決議通知書に同封しお送りさせていただきます。 

 以上 

【本件に関する問合せ先】 

  担 当 部 署    伊豆箱根鉄道株式会社 株式担当 

  電 話 番 号    0120－021－285（お問合せ専用） 

  営 業 時 間    平日 10 時～16 時 


